
議案第８号 

 

和光市水道庁舎駐車場条例を定めることについて 

 

和光市水道庁舎駐車場条例を次のとおり定める。 

和光市水道庁舎駐車場条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、和光市水道庁舎駐車場（以下「駐車場」という。）の設置及び管理

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（名称及び位置） 

第２条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

和光市水道庁舎駐車場 和光市広沢１番５号 

（使用時間） 

第３条 駐車場の使用時間は、午前０時から午後１２時までとする。ただし、地方公営企

業法（昭和２７年法律第２９２号）第８条第２項の規定により水道事業の管理者の権限

を行う市長（以下「管理者」という。）が、管理上必要があると認めたときは、使用時

間を変更することができる。 

（休場） 

第４条 管理者は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは、前条の規定に

かかわらず駐車場の全部又は一部を休場することができる。 

（駐車できる自動車） 

第５条 駐車場に駐車できる自動車は、別表のとおりとする。 

２ 管理者は、駐車場の管理上支障がないと認めたときは、前項に規定する自動車以外の

自動車を駐車させることができる。 

（使用の許可） 

第６条 駐車場を使用しようとする者は、規程で定めるところにより管理者の許可を受け

なければならない。 

（使用の制限） 

第７条 管理者は、駐車場の収容能力を超えるとき又は管理上支障があると認めたときは、

駐車場の使用を制限することができる。 



（使用許可の取消し） 

第８条 管理者は、第６条の規定による使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。

）が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。 

⑵ この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。 

２ 管理者は、使用者が前項の規定による使用許可の取消しによって損失を受けることが

あっても、その補償の責めを負わない。 

（使用料） 

第９条 使用者は、駐車場の使用にあたり、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額の使用料を納めなければならないものとし、その額は１日あたり１，５００円を

限度とする。 

⑴ 入場した当日 入場後１時間未満は無料とし、その後駐車時間３０分（３０分未満

は、３０分とする。次号において同じ。）ごとに１００円 

⑵ 入場した翌日以降（連続して使用する場合に限る。） 駐車時間３０分ごとに１０

０円 

２ 複数日において連続して駐車場を使用した場合の使用料は、使用した日ごとの使用料

の合計額とする。 

３ 使用料には、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定による消費税額及び地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税額を含むものとする。 

（使用料の不徴収） 

第１０条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車するときは、

使用料を徴収しない。 

⑴ 市の公用自動車その他管理者が指定する自動車 

⑵ 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３９条第１項に規定する緊急自動車 

（使用料の免除） 

第１１条 管理者は、特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。 

（使用料の不還付） 

第１２条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたと

きは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。 

（駐車日数の制限） 



第１３条 使用者は、同一の自動車を連続して７日を超えて駐車してはならない。ただし、

第１０条第１号の自動車その他管理者が特に必要があると認めた自動車は、この限りで

ない。 

（禁止行為） 

第１４条 使用者は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。 

⑴ 他の自動車の駐車を妨げること。 

⑵ 駐車場の施設を汚損し、又は駐車中の自動車を損傷すること。 

⑶ 駐車場の使用の目的以外に使用すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をする

こと。 

（違反自動車等に対する措置） 

第１５条 管理者は、この条例及びこの条例に基づく規程に違反して駐車場内に駐車し、

又は放置されている自動車について、必要な措置を講ずることができる。 

（損害賠償） 

第１６条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、駐車場の施設その他の物品を損傷

し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、

管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除するこ

とができる。 

（市の免責） 

第１７条 駐車場内において、使用者又は第三者に起因して生じた損害については、管理

者は、その責めを負わない。 

（委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規程で定め

る。 

附 則 

この条例は、令和８年６月２９日から施行する。 

 

別表（第５条関係） 

種別 自動車の大きさ 

普通自動車 全長５．６０メートル以下 



小型自動車（二輪のものを除く。）  

軽自動車（二輪のものを除く。） 

備考 この表における「種別」とは、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第

３条及び道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）第２条に定める

ものをいう。 

 

  令和８年２月１９日提出 

 

 

和光市長 柴﨑 光子       

 

 

      提 案 理 由 

和光市水道庁舎駐車場の設置に伴い、その使用に関する必要な事項を定め、適正かつ円

滑な管理を図るため、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出する

ものである。 


